
実習型雇用支援事業の活用 （平成24年度対応） 

実習型雇用      
（有期雇用の下での 

実習・座学（６か月）） 

正規雇用 

職場定着 

受 入 企 業 求人開拓 

職業紹介 東日本大震災等による 

 ・被災地に居住するフ 

  リーター等の求職者 

 ・被災地の事業所を 

  離職した求職者 

であって、十分な技能

及び経験を有しない求

職者 

労
働
局
・ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク 

奨励金の支給 

○実習型試行雇用奨励金 

 → 受入事業所に対する助成  

    実習期間（６か月） １人あたり １０万円／月 

 

○正規雇用奨励金 

 → 正規雇入れに対する助成 

    実習期間終了後 １人あたり  １００万円 

 （半年定着後５０万円、さらに半年定着後５０万円） 
 （※障害者については、上記に加え 

              さらに半年定着後に５０万円） 

求職者 

○新規成長・雇用吸収分野等において、十分な技能・経験を有しない求職者（東日本大震災等による被災地に居住

するフリーターなどの求職者及び被災地の事業所を離職した求職者）を被災地の事業所で実習型雇用により受け入

れる中小企業等に対し、実習型雇用・雇入れの支援を実施する。 


